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遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

◎
生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
（
平
成
五
年
十
二
月
二
十
一
日
条
約
第
九
号
）
抄

第
二
条

用
語

こ
の
条
約
の
適
用
上
、

「
生
物
の
多
様
性
」
と
は
、
す
べ
て
の
生
物
（
陸
上
生
態
系
、
海
洋
そ
の
他
の
水
界
生
態
系
、
こ
れ
ら
が
複
合
し
た
生
態
系
そ

の
他
生
息
又
は
生
育
の
場
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。
）
の
間
の
変
異
性
を
い
う
も
の
と
し
、
種
内
の
多
様
性
、
種
間
の
多
様
性

及
び
生
態
系
の
多
様
性
を
含
む
。

◎
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
抄

第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
盲
学
校

、
聾
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園
と
す
る
。

第
五
十
二
条

大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的

、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
七
十
条
の
二

高
等
専
門
学
校
は
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
し
、
職
業
に
必
要
な
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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◎
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
抄

第
九
条

学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
当
該
大
学
予
科
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
、
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
卒
リ
タ
ル
者
又
ハ
文

部
大
臣
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ト
ス

②

（
略
）

◎
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
抄

第
五
条

専
門
学
校
ノ
入
学
資
格
ハ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
ト
同
等
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
検
定
セ
ラ
レ
タ

ル
者
以
上
ノ
程
度
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
但
シ
美
術
、
音
楽
ニ
関
ス
ル
学
術
技
芸
ヲ
教
授
ス
ル
専
門
学
校
ニ
就
テ
ハ
文
部
大

臣
ハ
別
ニ
其
ノ
入
学
資
格
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

②

（
略
）

◎
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
抄

第
二
百
十
一
条
ノ
二

他
ノ
株
式
会
社
ノ
総
株
主
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
又
ハ
他
ノ
有
限
会
社
ノ
総
社
員
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
ヲ

有
ス
ル
会
社
（
以
下
親
会
社
ト
称
ス
）
ノ
株
式
ハ
左
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
ノ
株
式
会
社
又
ハ
有
限
会
社
（
以
下
子
会
社
ト

称
ス
）
之
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

一

株
式
交
換
、
株
式
移
転
、
会
社
ノ
分
割
、
合
併
又
ハ
他
ノ
会
社
ノ
営
業
全
部
ノ
譲
受
ニ
因
ル
ト
キ

二

会
社
ノ
権
利
ノ
実
行
ニ
当
リ
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
ト
キ

②
～
⑤

（
略
）
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◎
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
抄

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
医
薬
品
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

一

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物

二

人
又
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
、
機
械
器
具

、
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
及
び
衛
生
用
品
（
以
下
「
機
械
器
具
等
」
と
い
う
。
）
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
を
除
く
。

）
三

人
又
は
動
物
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
つ
て
、
機
械
器
具
等
で

な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
を
除
く
。
）

２
～

（
略
）

15

◎
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
七

（
略
）

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
行
う
。
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◎
独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
五

（
略
）

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
集
取
を
行
う
。

３

（
略
）

◎
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
六

（
略
）

２

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

三

牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
第
二
十

条
の
政
令
で
定
め
る
事
務

◎
独
立
行
政
法
人
肥
飼
料
検
査
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）
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第
十
条

検
査
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

２

検
査
所
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
三

（
略
）

◎
独
立
行
政
法
人
農
薬
検
査
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

検
査
所
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
・
二

（
略
）

２

検
査
所
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
集
取
及
び
立
入
検
査
並
び
に
同
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
行
う
。

◎
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

セ
ン
タ
ー
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
委

託
を
受
け
て
、
海
洋
生
物
資
源
の
合
理
的
な
保
存
、
管
理
及
び
利
用
の
た
め
に
必
要
な
調
査
を
行
う
者
の
養
成
及
び
確
保
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
区
分
経
理
）

第
十
二
条

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

第
十
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務

二

（
略
）

◎
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
四
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
五

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
九

（
略
）

◎
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
抄

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
五

（
略
）

２

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
薬
事
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
八
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
で

定
め
る
立
入
検
査
、
質
問
及
び
収
去
を
行
う
。


